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訪問看護･介護予防訪問看護 重要事項説明書 

 
令和　　 年　 　月　 　日 

 
１　当事業所が提供するサービスについての相談窓口 
　電　話　　０７７３－４３－０２３８（午前８時３０分～午後５時１５分まで） 
　担　当　　石　角　英　子 

 
２　事業者（法人）の概要 

 
３　事業所の概要 
（１）事業所名称及び事業所番号 

 
（２）同事業所の職員体制 

 
 

 名称・法人種別 綾部市

 代表者名 市長　四方源太郎

 所在地・連絡先 綾部市若竹町８番地の１（TEL　0773-42-3280）
 受託者 公益財団法人綾部市医療公社 

理事長　山﨑清吾 
綾部市青野町大塚２０番地の１（TEL　0773-43-0123）

 事　業　所　名 綾部市立病院　訪問看護ステーション

 所在地・連絡先 京都府綾部市青野町大塚２０番地の１　綾部市立病院内 
TEL　0773-43-0238　FAX　0773-43-0977

 事業所番号 ２６６１８９００３４

 管理者の氏名 石　角　英　子

 資 格 常 勤 非 常 勤 職 務 内 容

 管 理 者 看 護 師 １名 
(兼務１)

事業の利用申込みに係る調整、

業務の実施状況の把握、その他

の管理を行います。

 従 事 者 看 護 師 4 名 
(専従３)

訪問看護計画及び訪問看護報告

書を作成し、事業の提供を行い

ます。  准 看 護 師 １名 
（専従１）

 事務職員 　　 １名 
（兼務１）

請求等の必要な事務を行いま

す。
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（３）運営時間 

 
（４）通常の事業の実施地域 
　　　　綾部市内 

　※上記地域以外でもご希望の方はご相談ください。 
 
４　サービス内容 
 
（１） 病状・障害の観察 
（２） 清拭・洗髪等による清潔の保持、食事及び排泄等日常生活の世話 
（３） 褥瘡の予防・処置 
（４） リハビリテーション 
（５） ターミナルケア、認知症患者の看護 
（６） 療養生活や介護方法の指導 
（７） カテーテル等の管理 
 
５　利用料金 
 
（１） 利用料金 

利用料金は、料金表の１割から３割です（負担割合は所得等により異なります。詳しく

は市町村から発行される介護保険負担割合証をご確認下さい）。ただし、介護保険の給付

の範囲を超えたサービス利用は全額自己負担となります。 
 
（ア） 料金表 － 基本料金（カッコ内は介護予防訪問看護の料金） 

 
※ 准看護師が訪問した場合は１００分の９０の料金になりますが、現在、准看護師が 

計画的に訪問することは難しいのでご了承願います。 
 

※ 上表の料金設定の基本となる時間は、実際のサービス提供時間ではなく、利用者様の

居宅計画サービス（ケアプラン）に定められた目安の時間を基準とします。 

 平 日 午前８：３０～午後５：１５

 休 業 日 土曜日・日曜日・祝祭日・１２月２９日～１月３日

 
２０分未満 ３０分未満

３０分以上 
１時間未満

１時間以上 
１時間３０分未満

 
看護師

３，１４０円 
（3,030 円）

４，７１０円 
（4,510 円）

８，２３０円 
（7,940 円）

１１，２８０円 
（10,900 円）

 
准看護師

２，８３０円 
（2,730 円）

４，２４０円 
（4,060 円）

７，４１０円 
（7,150 円）

１０，１５０円 
（9,810 円）



  　　2026.2 版

- 3 - 

（イ） 料金表 － その他の加算料 

 
※　緊急時訪問看護加算 

　　　２４時間連絡体制があり、利用者の同意のもとに、電話相談や緊急時訪問看護等を必

要に応じて行なう場合に加算されます。 
 
※　夜間・早朝加算、深夜加算 
　　１月以内の２回目以降の緊急時訪問について、早朝（午前６時～午前８時）又は夜間

（午後６時～午後１０時）の時間帯に訪問看護を行った場合は、所定の基本料金に２５％

が加算されます。また、深夜（午後１０時～午前６時）の時間帯に訪問看護を行った場

合は、所定の基本料金に５０％が加算されます。 
 
※ 特別管理加算 

以下の状態にある利用者に対し、訪問看護の計画的な管理を行った場合に状態に応じ

て加算されます。 
① 気管カニューレ、ドレーンチューブ、留置カテーテルを使用されている方 
② 人工肛門、人工膀胱を設置している方 
③ 真皮を超える褥瘡の方 
④ 医療保険の在宅酸素療法指導管理料、在宅自己導尿指導管理料、在宅中心静脈栄養

法指導管理料等を算定している方 
⑤ 点滴注射を週３回以上行う必要があると認められる状態の方 

 
※ 長時間訪問看護加算 

特別管理加算の対象者に対して、１回の時間が１時間３０分を超える訪問看護を行っ

 緊 急 時 訪 問 看 護 加 算 １月当たり　　　　　　　６，０００円

 夜間・早朝加算 
深夜加算

１回当たり（２回目以降）基本料金の２５％ 
 　　　　　　　　　　　 基本料金の５０％

 特 別 管 理 加 算（Ⅰ） 
（Ⅱ）

１月当たり　　　　　　　５，０００円 
                 　　　 ２，５００円

 長 時 間 訪 問 看 護 加 算 １回当たり　　　　　　　３，０００円

 複 数 名 訪 問 加 算（Ⅰ） 
　（複数の看護師等で訪問）

１回当たり（３０分未満）２，５４０円 
　　　　　（３０分以上）４，０２０円

 サービス提供体制強化加算（Ⅰ） １回当たり　　　　　　　　　　６０円

 タ ー ミ ナ ル ケ ア 加 算 死亡月１回限り　　　　２５，０００円

 初 回 加 算 Ⅰ 
初 回 加 算 Ⅱ

１月当たり　　　　　　　３，５００円 
　　　　　　　　　　　　３，０００円

 退 院 時 共 同 指 導 加 算 １回当たり　　　　　　　６，０００円

 看護体制強化加算（Ⅱ） １月当たり　　　　　　　２，０００円
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た場合、訪問看護の所定サービス費（１時間以上１時間３０分未満）に加算されます。 
 

　　※　複数名訪問加算 
同時に複数の看護師等、又は看護師等と看護補助者が訪問看護を行うことについて、

利用者やその家族等の同意を得ている場合であって、次のいずれかに該当する場合に加

算されます。 
　　　① 利用者の身体的理由により１人の看護師等による訪問看護が困難と認められる場合 
　　　② 暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為等が認められる場合 
　　　③ その他利用者の状況から判断して、①又は②に準ずると認められる場合 
 

※ サービス提供体制強化加算 
研修等を実施しており、かつ７年以上の勤続年数のある者が３０％以上配置されて

いる事業所の場合に加算されます。 
 

※ ターミナルケア加算 
在宅で死亡した利用者に対し、主治医との連携の下に、訪問看護におけるターミナル

ケアに係る計画及び支援体制について、利用者及びその家族等に対して説明を行い、同

意を得て、死亡日及び死亡日前１４日以内に２回以上ターミナルケアを行った場合（タ

ーミナルケアを行った後、２４時間以内に在宅以外で死亡した場合も含む）、事業所が

厚生労働大臣の定める基準に適合していることを条件に加算されます。ターミナルケア

の実施にあたっては「人生の最終段階における医療の決定プロセスにおけるガイドライ

ン」等の内容を踏まえ、利用者本人と話し合いを行い、利用者本人の意思決定を基本に、

他の医療及び介護関係者との連携の上対応します。また、居宅介護支援事業者等と十分

な連携を図るよう努めます。 
 

※ 初回加算 
新規に訪問看護計画書を作成した利用者に対して、病院、診療所又は介護保険施設 

から退院又は退所した日に初回の訪問を行った場合は初回加算Ⅰ、それ以降に初回の訪

問を行った場合は初回加算Ⅱを加算されます。 

前２か月間において、当該訪問看護事業所からサービスの提供を受けていない場合で

あって、新たに訪問看護計画書を作成した場合に加算されます。 
 

※ 退院時共同指導加算 
保険医療機関又は介護老人保健施設又は介護医療院からの退院又は退所に当たって、

訪問看護ステーションの看護師等（准看護師を除く。）が当該保険医療機関もしくは介護

老人保健施設又は介護医療院の主治医その他の従業者と共同し、利用者又はその家族等

に対して、在宅での療養上必要な指導を行い、その内容を提供した場合に加算されます。 
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※ 看護体制強化加算 
前６か月間において、緊急時訪問看護加算を算定した利用者の占める割合が５０％以

上で、かつ利用者の総数のうち特別管理加算を算定した利用者の割合が２０％以上、さ

らに前１２か月間において、ターミナルケア加算の算定人数が１名以上ある場合、医療

ニーズの高い利用者への指定訪問看護の提供を強化している事業所として加算されま

す。 
 

（２） 死後の処置料（エンゼルケア） 
希望により、死後の処置を行った場合は、材料費を含む実費相当として、１８,０００円

（保険外）を負担して頂きます。 
 
（３） 料金のお支払い方法 

毎月、当月分の利用料金の合計を翌月２７日に「口座振替」でお支払いいただきます。

引き落としが確認出来ましたら領収書を発行いたします。なお、ご家族の都合により口座

振替が困難な場合は現金支払も対応しますのでご希望の際はお申し出ください。 
 
６　当訪問看護ステーションの特徴等 
（１） 運営の方針 

ステーションの看護師等は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、全体的な日常生活動

作の維持、回復を図るとともに、生活の質の確保を重視した在宅療養が継続できるように

支援します。また、事業の実施にあたっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サー

ビスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めます。 
 
７　緊急時の対応方法 
　　サービスの提供中に容態の変化等があった場合は、事前の打ち合わせにより主治医、救急

隊、ご家族、居宅介護支援事業者等へ連絡をいたします。 
 

 
８　事故発生時の対応 
　　　サービス提供中に事故が発生した場合は、利用者様に対して応急処置、医療機関への搬

送等の措置を講じ、速やかに市町村、保健所、主治医、ご家族、居宅介護支援事業者等に

連絡を行います。また事故の状況等について記録するとともにその原因を究明し再発防止

 主 治 医 氏 名

 連 絡 先

 ご 家 族 等 氏 名

 連 絡 先

 氏 名

 連 絡 先
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に努めます。なお当事業所が提供したサービスにより賠償すべき事故が発生した場合につ

いては速やかに賠償手続きを進めます。 
 
９　秘密保持について 
（１）当事業所の従事者は、正当な理由なくその業務上知り得た利用者様及びご家族の秘密を

漏らしません。 
（２）利用者様の医療上緊急の必要がある場合又はサービス担当者会議等で必要がある場合に

限り、あらかじめ文書による同意を得たうえで、必要な範囲内で利用者様又はご家族の

個人情報を用います。 
（３）サービスの提供にあたっては、個人情報の取り扱いについての重要性を認識し関連法令

及び事業所規程に従い保護管理を行います。 
 
１０　感染症対策について 
　　　　事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じま

す。 
（１）訪問看護師等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行います。 
（２）事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めます。 
（３）事業所における感染症の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会をおおむね 
　　　６ヵ月に１回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底しています。 
（４）事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備しています。 
（５）従業者に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施しま

す。 
 
１１　虐待防止について 
　　　　事業所は、利用者の人権の擁護・虐待の防止等のため、指針を整備し責任者を設置す

る等必要な体制の整備を行うとともに、その従事者に対し、虐待防止を啓発・普及する

ための研修を実施する等の措置を講じます。 
（１）当該事業所従業者又は養護者（現に養護している家族・親族・同居人等） 

による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通

報します。 
（２）虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について従業者に

周知徹底を図ります。 
（３）事業所は次の通り虐待防止責任者を定めます。　　役職：管理者　氏名：石角英子 
 
１２　身体拘束の禁止について 
　　　　事業所は、サービスの提供にあたっては、利用者の生命又は身体を保護するため緊急

やむを得ない場合を除き、身体的拘束を行いません。 
（１）事業所は、やむを得ず身体拘束を行う場合は、その態様及び時間、その際の利用者の心
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身の状態並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録します。 
（２）事業所は、身体拘束の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じます。 
　　①身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その

結果について、従業者に周知徹底を図ります。 
　　②身体拘束等の適正化のための指針を整備します。 

　　③従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的実施します。 

 
１３　ハラスメント対策について 
　　　　事業所は、職員の安全確保と安心して働き続けられる労働環境が築けるようハラスメ

ントの防止に向けて取り組みます。 
（１）事業所内において行われる優先的な関係を背景とした言動や、業務上必要かつ相当な範

囲を超える下記の行為は許容しません。 
①身体的な力を使って危害を及ぼす（及ぼされそうになった行為） 
②個人の尊厳や人格を言葉や態度でよって傷つけたり、おとしめたりする行為 
③意に沿わない性的言動、好意的態度の要求等、性的ないやがらせ行為 
上記は、当該法人職員、取引先事業所の方、利用者及び家族等が対象となります。 

（２）ハラスメント事案が発生した場合、マニュアル等を基に即座に対応し、同事案が発生し

ない為の再発防止策を検討します。 
（３）職員に対し、ハラスメントに対する基本的な考え方について研修などを実施します。 

（４）ハラスメントと判断された場合には行為者に対し、関係機関への連絡、相談、環境改善

に対応する必要な措置、利用契約の解約等の措置を講じます。 

 

１４　業務継続に向けた取り組みについて 

（１）感染症や非常災害の発生において、利用者に対する指定訪問看護の提供を継続的に実施

するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（業務継続計画）を

策定し、当該業務継続計画に従って必要な措置を講じます。 

（２）従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的

に実施します。 
（３）定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。 
 
１５　サービス内容に関する苦情 
（１）当事業所お客様相談・苦情担当 
　　　　電　話　　０７７３－４３－０２３８ 
　　　　担　当　　石　角　英　子 
 
（２）苦情処理の体制及び手順 

①連絡を受けた苦情については、苦情受付記録に記入し管理者に報告します。 
　　②苦情内容について原因を分析し、管理者と関係スタッフでその対応等について協議 
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します。 
③当事業所で対応できる場合は、改善方法について利用者への説明と同意を得たうえ 
で速やかに改善を実施します。他の関連機関と連携を要する場合は、連絡を取りそ 
の対応等について協議し改善を実施します。改善状況については確認を行い、必要 
と判断した場合は管轄の市町村へ報告を行います。 

　　④今後は同様の苦情が発生しないように、事例について原因を究明し、事業所内にお 
ける情報の共有を図り再発防止に努めます。 

 
（３）その他 
　　　当事業所以外に、綾部市や国保連の相談・苦情窓口等に苦情を伝えることができます。 
　　　　電　話　　０７７３－４２－４２６１ 
　　　　担　当　　綾部市福祉保健部高齢者支援課介護保険担当 
　　　　電　話　　０７５－３５４－９０９０ 
　　　　担　当　　京都府国民健康保険団体連合会 
 
１６　サービス提供時の事故・トラブルを避けるための禁止行為について 
（１） 金銭、預貯金通帳、証書、書類、鍵などは預かりません。 
（２） 金銭、物品、飲食の授受はお断りします。 
（３） 同居家族に対するサービス提供は致しません。 
（４） 訪問中の飲酒、喫煙は固くお断りします。 
（５）宗教活動、政治活動、営利活動、その他の迷惑行為はお断りします。 
（６）飲酒、喫煙、暴力、暴言、ハラスメント、嫌がらせ、威嚇、脅し、その他社会通念を逸

脱すると事業所が判断する行為があった場合は、ただちに訪問を中止し契約を解除しま

す。 
（７）愛玩動物（ペット）を室内で飼育している場合、訪問中はケージもしくは別室での管理

をお願いします。スタッフの安全を確保できないと判断した場合、サービスを中止する

場合があります。 
 
１７　災害時のサービス提供について 
（１）地震、風水害、積雪などにより、サービス提供が難しい場合は、日程・時間の調整、ま

たは中止とさせて頂く場合があります。 
 
 
 
 
 
 


